
関 市　洞 戸 村　板 取 村　武 儀 町　上 之 保 村 第6号 
2004.3.15

関市 

板取村 

武儀町 

上之保村 

洞戸村 

合
併
協
議
会
を
開
催
 

第
六
回
 

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

に
つ
い
て
 

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て
 

支
所
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

わかくさ・プラザ 

洞戸村民センター 

自然休養村管理センター 
 

エコピアセンター 

木木センター 
 

承
認
事
項
 

第
七
回
 

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

に
つ
い
て
 

使
用
料
、手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

補
助
金
、交
付
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

承
認
事
項
 

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

保
育
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

（
詳
細
に
つ
い
て
は
、次
ペ
ー
ジ
以
降
の
と
お
り
で
す
。
） 

使
用
料
、手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

補
助
金
、交
付
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

協
議
事
項
 

新
市
建
設
計
画（
中
間
報
告
書
）報
告
 

報
告
事
項
 

協
議
事
項
 

11 22 33123 441234 567
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農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
３４

条
第
１
項
の
規
定
を
適
用
し
、従
前
の
市

町
村
に
設
置
さ
れ
て
い
た
農
業
委
員
会
は
、

引
き
続
き
存
続
す
る
も
の
と
し
、合
併
後
、

最
初
の
一
般
選
挙
及
び
そ
れ
に
続
く
一

般
選
挙
に
お
い
て
は
、農
業
委
員
会
等
に

関
す
る
法
律
第
3
条
第
2
項
の
規
定
を

適
用
し
、三
つ
の
委
員
会
と
し
、各
委
員

会
の
区
域
及
び
委
員
数
は
次
の
と
お
り

と
す
る
。
 

        　
そ
の
後
の
委
員
会
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
で
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
 

 　
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
。
 

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
 

扱
い
に
つ
い
て
 

　
洞
戸
村
、板
取
村
、武
儀
町
及
び
上
之

保
村
に
そ
れ
ぞ
れ
支
所
を
設
置
す
る
。
 

ま
た
、支
所
機
能
に
見
合
っ
た
適
正
な
職

員
配
置
を
行
う
と
と
も
に
、住
民
サ
ー
ビ

ス
に
急
激
な
変
化
を
き
た
す
こ
と
の
な
い

よ
う
配
慮
す
る
。
 

　
そ
れ
ぞ
れ
に
設
置
さ
れ
る
支
所
の
名
称

に
つ
い
て
は
、
現
在
の
洞
戸
村
役
場
を
 

「
関
市
洞
戸
事
務
所
」
、板
取
村
役
場
を

「
関
市
板
取
事
務
所
」
、武
儀
町
役
場
を

「
関
市
武
儀
事
務
所
」
、上
之
保
村
役
場
を

「
関
市
上
之
保
事
務
所
」
と
す
る
こ
と
で

全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
新
市
に
お
け
る
事
務
組
織
及
び
機
構
に

つ
い
て
は
、次
の
整
備
方
針
に
基
づ
き
整
備

す
る
。 

①
各
種
の
行
政
課
題
に
迅
速
か
つ
的
確
に 

　
対
応
で
き
る
組
織
・
機
構 

②
市
民
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
く
、利
用
し

　
や
す
い
組
織
・
機
構 

③
指
揮
命
令
系
統
が
分
か
り
や
す
く
、責

　
任
の
所
在
が
明
確
な
組
織
・
機
構 

④
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構 

⑤
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
組
織
・
機

　
構
と
す
る
こ
と
で
全
会
一
致
で
承
認
さ

　
れ
ま
し
た
。 

（合併時に農業委員会法第３４条第１項を適用し、平成17年7月20日以降農業委員会法第3条第2項を適用） 

関　　市 

洞 戸 村 

板 取 村 

武 儀 町  

上之保村 

　 計 

選挙 選任 計  

関　　市 

洞 戸 村 

板 取 村 

武 儀 町  

上之保村 

　 計 

選挙 選任 計  

在任 

全市町村の任期Ｈ１７．７．１９ 

関　　市 

洞 戸 村 
板 取 村 

武 儀 町  
上之保村 

　 計 

選挙 選任 計  

任期3年 

関　　市 

洞 戸 村 
板 取 村 

武 儀 町  
上之保村 

　 計 

選挙 選任 計  

任期3年 

支
所
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

1
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
 

期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

2

34

現在の状況 

●
関
市
の
区
域
　
　
　
 

　
選
挙
委
員
18
人
　
選
任
委
員
２
人
 

●
洞
戸
村
と
板
取
村
の
区
域
 

　
選
挙
委
員
10
人
　
選
任
委
員
2
人
 

●
武
儀
町
と
上
之
保
村
の
区
域
 

　
選
挙
委
員
10
人
　
選
任
委
員
2
人
 



合併協議会 だより 
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基
本
的
に
は
、関
市
の
制
度
に
統
一
す

る
も
の
と
す
る
が
、差
異
の
あ
る
税
制
に
つ

い
て
は
、次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と

す
る
。
 

①
個
人
市
民
税
の
均
等
割
額
に
つ
い
て
は
、

　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

　
律（
以
下
「
合
併
特
例
法
」
と
い
う
。
）

　
第
10
条
の
規
定
に
よ
り
、合
併
す
る
日

　
の
属
す
る
年
度
及
び
平
成
17
年
度
に
つ

　
い
て
は
不
均
一
課
税
と
し
、平
成
18
年

　
度
よ
り
2,
5
0
0
円
に
統
一
す
る
。
 

②
法
人
市
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
に
つ

　
い
て
は
、合
併
の
日
以
後
に
終
了
す
る

　
事
業
年
度
分
か
ら
関
市
の
例
に
よ
る
。
 

③
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、合
併
時
か
ら
板

　
取
村
及
び
上
之
保
村
の
例
に
よ
り
新

　
市
に
お
い
て
課
税
す
る
。
 

④
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、合
併
特
例

　
法
第
10
条
の
規
定
に
よ
り
、合
併
す
る

　
日
の
属
す
る
年
度
及
び
平
成
17
年
度

　
分
に
つ
い
て
は
不
均
一
課
税
と
し
、平

　
成
18
年
度
よ
り
税
率
を
1.
4
％
に
統

　
一
す
る
。
 

⑤
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、今
後
の
都

　
市
計
画
が
定
ま
る
ま
で
、現
行
の
課
税

　
区
域
に
課
税
す
る
。
 

⑥
個
人
市
民
税
、固
定
資
産
税
及
び
軽

　
自
動
車
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、平
成

　
17
年
度
よ
り
関
市
の
例
に
よ
る
と
す
る

　
こ
と
で
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
 

 地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

項　目 細　目 関　市 4町村 調　整　内　容 
関市の例により調整するものとするが、合併特例法
第10条の規定により、合併する日の属する年度及
び平成17年度については不均一課税とし、平成18
年度より2,500円に統一する。 
※ただし、現在の税制改革により、一律3,000円とするこ
　とが検討されており、場合によっては平成16年度より
　3,000円となることも考えられます。 

法人市民税の法人税割の税率については、合併の
日以後に終了する事業年度分から関市の例による。 

関市の例により調整するものとするが、合併特例法
第10条の規定により、合併する日の属する年度及
び平成17年度分については不均一課税とし、平成
18年度より税率を1.4％に統一する。 

関市の例による。（固定資産税の納期に同じ） 
ただし、今後の都市計画が定まるまで、現行の課税
区域に課税する。 
 

平成17年度より関市の例による。 
(5月1日～5月31日)

千本につき　2,977円 
（旧3級品紙巻たばこは1,412円）とする。 

板取村、上之保村の例による。 

関市の例による。 

月割額を徴収した月の翌月10日 

均等割の税率 2,500円 2,000円 

12.3％ 
14.7％ 

1.4％ 

1％ 

0.3％ 

1％ 

千本につき 
2,977円 

制度なし 

制度なし 

板取村・上之保村 
150円／1人1日 

千本につき 
2,977円 

洞戸村・板取村 
1.7％ 

武儀町・上之保村 
1.4％ 

12.3％ 
 

市町村民税 
（個人） 

市町村民税 
（法人） 

固定資産税 
 

軽自動車税 

たばこ税 

入湯税 

鉱山税 

都市計画税 

普通徴収の納期 

特別徴収の納期 

法人税割の税率 

税率 

納期 

納期 

税率 

税率 

税率 

納期・税率 

平成17年度より関市の例による。 
第1期  
第2期 
第3期 
第4期 

納期特例事業所 

 
 6月1日～ 6月30日 
 8月1日～ 8月31日 
10月1日～10月31日 
 1月1日～ 1月31日 

平成17年度より関市の例による。 
第1期  
第2期 
第3期 
第4期 

 4 月1日～ 4 月30日 
 7 月1日～ 7 月31日 
12月1日～12月25日 
 2 月1日～ 2 月 末 日 

5

  6 月～11月分　　12月10日 
12月～  5 月分        6月10日 

12.3％は、資本金額等が1億円以
下又は資本出資を有しない法人の
うち、法人税割の課税標準となる法
人税が400万円以下である法人 



4

①
市
章
、市
民
憲
章
に
つ
い
て
は
、関
市
の

　
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。
 

②
木
、花
、鳥
、魚
、色
に
つ
い
て
は
、関
市
の

　
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
 

　
し
、各
町
村
の
従
前
の
木
、花
、鳥
に
つ

　
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
性
に
応
じ
て

　
地
域
の
木
、花
、鳥
と
し
て
残
し
て
い
く

　
よ
う
調
整
す
る
。
 

③
市
歌
に
つ
い
て
は
、関
市
の
制
度
に
統
一

　
す
る
も
の
と
す
る
。た
だ
し
、各
町
村
の

　
従
前
の
歌
・
音
頭
に
つ
い
て
は
、そ
の
必

　
要
性
に
応
じ
て
地
域
の
歌
、地
域
の
音

　
頭
と
し
て
残
し
て
い
く
よ
う
調
整
す
る
。
 

④
宣
言
等
に
つ
い
て
は
、関
市
の
制
度
に
統

　
一
し
、関
市
の
各
種
宣
言
等
を
用
い
る

　
も
の
と
す
る
。
 

⑤
名
誉
市
民
に
つ
い
て
は
、関
市
の
制
度
に

　
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。
 

⑥
洞
戸
村
に
お
け
る
特
別
招
待
村
民
制

　
度
に
つ
い
て
は
、合
併
時
に
廃
止
す
る
が
、

　
関
市
の「
ふ
る
さ
と
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
」

　
を
活
用
し
て
調
整
を
図
る
も
の
と
す
る
 

　
こ
と
で
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
 

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

昭和50年 
10月15日制定 

昭和38年 
7月17日制定 

　昭和60年 
10月15日制定 

平成6年 
9月9日制定 

○市の木　す　ぎ 

○市の花　き　く 

○市の鳥　かわせみ 

○市の魚　あ  ゆ 

○市の色　わかくさいろ 

みどり濃き　山よ美濃路よ 
いしぶみの　香るふるさと 
人の和を　　かざすゆくてに 
かがやかに　虹ももえたつ 
たたえよう　たたえよう 
わが関市 

さわやかな　空よ光よ 
山川に　風澄むところ 
もりあがる　若いいぶきに 
はてしなく　夢はひろがる 
のばそうよ　のばそうよ 
わが関市　 

安全都市宣言 

青少年を守る都市宣言 

「明るく正しい選挙を 
推進する都市」宣言 

姉妹都市宣言 
（ブラジル連邦共和国モジ・ダス・クルーゼス市） 

姉妹都市宣言（富山県氷見市） 

友好都市宣言 
（中華人民共和国　黄石市） 

昭和37年 3月10日 

昭和41年 5月11日 

 
昭和42年 3月10日 

昭和44年  5月20日 

 
平成11年  3月12日 

平成  9年10月24日 

愛の献血推進都市宣言 

福祉ボランティアの 
まちづくり推進都市宣言 

人権擁護都市宣言 

平和都市宣言 

生涯学習都市宣言 

環境都市宣言 

昭和49年10月21日 

昭和63年 3 月 4 日 

平成 6 年 3 月 8日 

平成 6 年 3 月25日 

平成 8 年10月15日 

平成12年 3 月27日 

はなひらく　わざよ歩みよ 
刀匠の　こころ受けつぎ 
朝夕に　励むよろこび 
しあわせを　わけ合いながら 
ひらこうよ　ひらこうよ 
わが関市 

1 2 3

6

刃物をモチーフに、人と人とのふれあい、豊かな自然、交
通網の結節点などを表現し、21世紀へと伸びる発展的
で斬新なイメージをデザインしています。 

カタカナの「セキ」を図案化し、丸くおさまり、外に向かっ
て発展する意を表しています。 
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①
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
に
つ
い
て

　
は
、平
成
16
年
度
及
び
平
成
17
年
度
は

　
各
市
町
村
そ
れ
ぞ
れ
現
行
の
と
お
り

　
と
し
、平
成
18
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、

　
第
三
期
介
護
保
険
事
業
計
画（
平
成

　
18
年
度
〜
22
年
度
）策
定
の
中
で
調
整

　
す
る
も
の
と
す
る
。
 

②
第
１
号
被
保
険
者
の
納
期
に
つ
い
て
は

　
関
市
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

　
し
、平
成
16
年
度
は
各
市
町
村
そ
れ
ぞ

　
れ
現
行
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
で
全
会

　
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
 

介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

3,000円 

1,500円 

2,250円 

3,000円 

3,750円 

4,500円 

10期　 

2,500円 

1,250円 

1,875円 

2,500円 

3,125円 

3,750円 

6期　 

2,460円 

1,230円 

1,845円 

2,460円 

3,075円 

3,690円 

6期　 

2,450円 

1,225円 

1,837円 

2,450円 

3,062円 

3,675円 

4期　 

2,450円 

1,225円 

1,837円 

2,450円 

3,062円 

3,675円 

5期　 

世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方及び生活保護受給者の方 

世帯全員が住民税非課税の方      

本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者あり）の方 

本人が住民税課税で合計所得金額が２００万円未満の方 

本人が住民税課税で合計所得金額が２００万円以上の方 

基準額 × 0.5 

基準額 × 0.75 

基準額 × 1.0 

基準額 × 1.25 

基準額 × 1.5

基準額 

0.81% 

5.10% 

4,800円 

4,000円 

70,000円 

10期　 

0.51% 

11.50% 

6,600円 

4,200円 

80,000円 

12期　 

1.16% 

13.09% 

7,920円 

4,560円 

80,000円 

10期　 

0.80% 

8.10% 

7,700円 

4,700円 

80,000円 

8期　 

0.50% 

10.37% 

6,840円 

4,320円 

80,000円 

5期　 

7
　
第
三
回（
十
一
月
十
二
日
）・
第
四
回（
十

一
月
二
十
六
日
）に
そ
れ
ぞ
れ
新
市
建
設

計
画
作
成
小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、新

市
建
設
計
画
（
案
）に
つ
い
て
協
議
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、新
市
建
設
計
画（
中

間
報
告
書
）と
し
て
全
会
一
致
で
承
認
さ

れ
、新
市
建
設
計
画
作
成
小
委
員
会
成

瀬
豊
勝
委
員
長
か
ら
合
併
協
議
会
へ
報

告
さ
れ
ま
し
た
。
 

新
市
建
設
計
画（
中
間
報
告
書
）報
告
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使
用
料
及
び
手
数
料
等
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
は
、新
市
に
お
け
る
住
民
の
一
体
性

の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
住
民
負
担
に

配
慮
し
、統
一
に
向
け
て
調
整
す
る
も
の

と
す
る
。 

①
使
用
料
に
つ
い
て
は
、原
則
と
し
て
、関

　
市
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。た
だ
し
、

　
施
設
の
規
模
や
性
格
を
勘
案
し
、個
別

　
に
判
断
す
べ
き
も
の
は
、個
別
の
施
設

　
ご
と
に
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

②
手
数
料
に
つ
い
て
は
、原
則
と
し
て
、関

　
市
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
全

　
会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

使
用
料
、手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

　
公
共
的
団
体
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、新
市
の
速
や
か
な
一
体
性
を
確
保
す

る
た
め
、同
一
又
は
同
種
の
団
体
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
を
尊
重
し
な
が
ら
統
合

又
は
再
編
す
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

①
共
通
の
目
的
を
持
っ
た
団
体
は
、で
き

　
る
限
り
合
併
時
に
統
合
で
き
る
よ
う

　
調
整
に
努
め
る
。 

②
共
通
の
目
的
を
持
っ
た
団
体
で
、諸
般

　
の
事
情
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
が
困

　
難
な
団
体
は
、合
併
後
速
や
か
に
統
合

　
又
は
再
編
で
き
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。 

③
独
自
の
目
的
を
持
っ
た
団
体
は
、そ
の

　
必
要
性
に
応
じ
て
調
整
す
る
も
の
と

　
す
る
こ
と
で
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま

　
し
た
。 

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

　
補
助
金
及
び
交
付
金
等
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
は
、従
来
か
ら
の
地
域
性
や
歴
史

的
な
経
緯
・
実
情
等
に
配
慮
し
、新
市
全

体
の
均
衡
を
保
つ
よ
う
調
整
す
る
。 

①
各
市
町
村
で
同
一
又
は
同
種
の
補
助

　
金
に
つ
い
て
は
、関
係
団
体
の
理
解
と
協

　
力
を
得
て
統
一
の
方
向
で
調
整
す
る

　
も
の
と
す
る
。 

②
各
市
町
村
独
自
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

　
従
来
の
実
績
を
尊
重
し
、新
市
全
体
の

　
均
衡
を
保
つ
よ
う
調
整
を
図
る
も
の
と

　
す
る
。 

③
各
補
助
金
・
交
付
金
等
に
つ
い
て
は
、

　
合
併
後
に
お
い
て
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
団

　
体
及
び
事
業
の
目
的
、
効
果
等
を
総

　
合
的
に
勘
案
し
、見
直
し
を
行
う
も

　
の
と
す
る
こ
と
で
全
会
一
致
で
承
認

　
さ
れ
ま
し
た
。 

補
助
金
、交
付
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
　
 

2

3

4

　
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
。 

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
 

取
扱
い
に
つ
い
て
 

1

　
調
整
方
針
案
の
と
お
り
了
承
さ
れ
、次

回
協
議
会
で
の
承
認
事
項
と
な
り
ま
し
た
。 

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

1
　
調
整
方
針
案
の
と
お
り
了
承
さ
れ
、次

回
協
議
会
で
の
承
認
事
項
と
な
り
ま
し
た
。 

　
調
整
方
針
案
の
と
お
り
了
承
さ
れ
、次

回
協
議
会
で
の
承
認
事
項
と
な
り
ま
し
た
。 

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

2
消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

3
　
調
整
方
針
案
の
と
お
り
了
承
さ
れ
、次

回
協
議
会
で
の
承
認
事
項
と
な
り
ま
し
た
。 

保
育
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

4



合併協議会 だより 

7

　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
第
６
条
第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
、関

市
の
議
会
議
員
の
残
任
期
間
に
限
り
、編

入
さ
れ
る
町
村
の
選
挙
区
の
定
数
を
加

え
た
数
と
し
、そ
の
選
挙
区
の
定
数
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

　 

    

　
合
併
後
最
初
に
行
わ
れ
る
一
般
選
挙

に
つ
い
て
は
、旧
市
町
村
の
区
域
を
も
っ
て

選
挙
区
と
し
、各
選
挙
区
の
定
数
は
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

     

将
来
に
お
け
る
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び

選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、そ
の

後
、新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
 

任
期
の
取
扱
い
 

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
 

①
消
防
団
に
つ
い
て
は
、当
分
の
間
は
、各

　
市
町
村
の
現
在
の
組
織
を
基
本
と
し
た

　
５
消
防
団
に
よ
る
連
合
体
と
す
る
。
た

　
だ
し
、合
併
後
の
適
切
な
時
期
に
、人
員

　
も
含
め
た
総
合
的
な
消
防
団
組
織
の
見

　
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

②
消
防
団
員
の
身
分
、報
酬
、手
当
等
に

　
つ
い
て
は
、関
市
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。 

③
式
典
等
の
行
事
及
び
機
械
器
具
等
に
つ

　
い
て
は
、現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

　
し
、合
併
後
、消
防
団
の
組
織
の
再
編
に

　
合
わ
せ
て
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

④
消
防
相
互
応
援
協
定
に
つ
い
て
は
、現
行

　
の
と
お
り
と
し
、合
併
後
、調
整
す
る
も

　
の
と
す
る
。 

消
防
団
の
取
扱
い
 

①
保
育
料
に
つ
い
て
は
、関
市
の
例
に
よ
る

　
も
の
と
す
る
。た
だ
し
、合
併
後
５
年
間

　
は
不
均
一
料
金
と
し
て
毎
年
度
均
等
に

　
段
階
的
に
調
整
し
、平
成
21
年
度
か
ら

　
同
一
料
金
と
す
る
。 

②
保
育
料
の
減
免
に
つ
い
て
は
、関
市
の
例

　
に
よ
る
。 

③
保
育
園
給
食
に
つ
い
て
は
、当
面
現
行
の

　
と
お
り
と
し
、新
市
に
お
い
て
調
整
す
る

　
も
の
と
す
る
。 

④
通
園
バ
ス
に
つ
い
て
は
、当
面
現
行
の
と

　
お
り
と
し
、新
市
に
お
い
て
総
合
的
な

　
交
通
体
系
の
中
で
調
整
す
る
。 

　
洞
戸
村
、板
取
村
、武
儀
町
及
び
上
之

保
村
の
町
名
・
字
名
に
つ
い
て
は
、各
町
村

の
意
向
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、町
名
・
地
番
等
が
重
複
し
な
い
よ
う

調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
 

　
基
本
的
に
は
、関
市
の
制
度
に
よ
り
統

一
す
る
も
の
と
す
る
が
、差
異
の
あ
る
国

民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、次
の
と
お

り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

①
賦
課
形
態
は
、保
険
税
と
す
る
。た
だ
し
、

　
平
成
16
年
度
は
各
市
町
村
そ
れ
ぞ
れ

　
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。 

②
賦
課
方
式
は
、所
得
割
、資
産
割
、均
等 

　
割
、平
等
割
の
４
方
式
と
し
、保
険
税
率

　
は
平
成
17
年
度
の
医
療
費
見
込
み
等
を

　
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。た
だ
し
、平
成

　
16
年
度
は
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

　
す
る
法
律
第
10
条
の
規
定
に
よ
り
各
市

　
町
村
そ
れ
ぞ
れ
現
行
の
と
お
り
と
し
、

　
合
併
後
に
保
険
税
額
が
急
激
に
増
加

　
す
る
場
合
は
、状
況
に
応
じ
て
３
年
間

　
を
限
度
と
し
て
、激
変
緩
和
措
置
を
講

　
ず
る
も
の
と
す
る
。 

③
納
期
は
、関
市
の
例
に
よ
り
10
期
と
す

　
る
。
た
だ
し
、平
成
16
年
度
は
各
市
町

　
村
そ
れ
ぞ
れ
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。 

④
葬
祭
費
は
、５
万
円
に
統
一
す
る
。 

⑤
高
額
療
養
費
支
払
資
金
貸
付
事
業
に
つ

　
い
て
は
、関
市
の
例
に
よ
り
実
施
す
る
。 

　
な
お
、
貸
付
割
合
は
支
給
見
込
額
の

　
9
割
以
内
と
す
る
。 

⑥
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
は
、適

　
正
な
管
理
運
営
に
努
め
、新
市
に
引
き

　
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

保
育
事
業
の
取
扱
い
 

洞
戸
村
の
区
域
　
　
　
１
人
　 

板
取
村
の
区
域
　
　
　
１
人
　 

武
儀
町
の
区
域
　
　
　
１
人
　 

上
之
保
村
の
区
域
　
　
１
人 

関
市
の
区
域
　
　
　
　
19
人
　 

洞
戸
村
の
区
域
　
　
　
１
人
　 

板
取
村
の
区
域
　
　
　
１
人
　 

武
儀
町
の
区
域
　
　
　
１
人 

上
之
保
村
の
区
域
　
　
１
人 
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     新
市
の
財
政
計
画
は
、ど
の
よ
う
な
考
え
方

に
基
づ
い
て
作
成
し
て
あ
る
の
か
。 

健
全
財
政
の
運
営
が
で
き
る
こ
と
を
基
本
に
、

将
来
的
な
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
作
成
し

て
い
る
。
例
え
ば
、合
併
特
例
債
は
、合
併
す
る

人
口
・
団
体
数
に
よ
り
上
限
が
決
ま
っ
て
い
る

が
、限
度
額
ま
で
の
発
行
は
し
な
い
。
　
　 

  関
市
の
財
政
力
指
数
は
良
好
だ
が
、他
の
４

町
村
は
人
口
も
少
な
く
過
疎
の
ま
ち
で
あ
る
。

合
併
す
る
と
財
政
力
指
数
が
落
ち
る
の
で
は

な
い
か
。 

財
政
力
指
数
は
、関
市
は
0.7
程
度
、町
村
は
0.1

〜
0.3
台
で
あ
り
、合
併
す
れ
ば
財
政
力
指
数

は
落
ち
る
と
予
想
さ
れ
る
。 

  財
政
計
画
表
で
、平
成
17
年
度
か
ら
26
年
度

ま
で
歳
入
が
年
々
減
少
し
て
い
る
が
、算
定

の
概
要
が
知
り
た
い
。 

歳
入
は
、今
後
の
社
会
情
勢
や
国
の
動
向
を
考

慮
し
て
、地
方
税
や
地
方
交
付
税
等
を
減
少

さ
せ
て
い
る
。 

 

 

扶
助
費
は
、障
害
者
・
高
齢
者
・
幼
児
な
ど
の

弱
者
に
対
す
る
社
会
保
障
に
関
す
る
経
費
で

あ
る
が
、本
計
画
で
は
10
年
間
の
増
加
が
少

な
い
。こ
れ
で
少
子
高
齢
社
会
に
対
応
で
き

る
の
か
。 

本
計
画
の
扶
助
費
は
、高
齢
化
の
進
展
と
年

少
人
口
の
減
少
と
の
相
反
す
る
要
因
を
加
味

し
て
積
算
し
て
あ
る
。
ま
た
、今
後
支
出
が
増

大
す
る
と
見
込
ま
れ
る
介
護
関
連
経
費
は
、

特
別
会
計
に
て
保
険
制
度
で
運
営
し
て
お
り
、

扶
助
費
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
た
め
、今
後
の

増
加
額
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

 合
併
す
る
こ
と
に
よ
り
新
た
に
行
う
施
策
は

何
か
。 

温
泉
と
自
然
を
活
か
し
た
保
養
所
を
整
備
し
、

健
康
増
進
・
長
寿
社
会
づ
く
り
に
役
立
て
る
施

策
を
計
画
し
て
い
る
。 

 

 合
併
特
例
債
で
ハ
ー
ド
事
業
を
推
進
す
る
と

い
う
こ
と
だ
が
、合
併
特
例
債
は
借
金
で
は

な
い
か
。 

合
併
特
例
債
は
、大
変
有
利
な
起
債
で
あ
り
、

事
業
費
の
95
％
が
借
入
で
き
、そ
の
元
利
償
還

金
の
70
％
が
交
付
税
に
算
入
さ
れ
る
。
し
か
し
、

事
業
を
推
進
す
る
の
に
、事
業
費
の
約
33
％
の

一
般
財
源
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、合
併

特
例
債
を
限
度
額
ま
で
借
入
せ
ず
、健
全
財

政
の
運
営
を
最
優
先
に
考
え
た
計
画
と
し
て

い
る
。 

今
後
、高
齢
化
社
会
が
進
む
た
め
、特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
・
老
人
保
健
施
設
の
整
備
を
、

新
市
建
設
計
画
に
掲
載
し
て
欲
し
い
。 

新
市
建
設
計
画
中
間
報
告
書
の
中
に
、洞
戸

村
・
武
儀
町
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備

促
進
を
掲
載
し
て
い
る
。 

 

 関
テ
ク
ノ
ハ
イ
ラ
ン
ド
や
関
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク

ス
セ
ン
タ
ー
事
業
が
新
市
の
建
設
事
業
と
し

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、苦
し
い
財
政
事
情

の
中
で
必
要
な
の
か
。 

関
テ
ク
ノ
ハ
イ
ラ
ン
ド
は
岐
阜
県
の
事
業
で
あ

り
、合
併
の
有
無
に
関
係
な
く
、県
と
共
に
優

良
企
業
を
誘
致
し
、雇
用
の
促
進
や
若
者
の
定

住
及
び
地
場
産
業
活
性
化
へ
の
相
乗
効
果
を

図
っ
て
い
く
。 

関
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
セ
ン
タ
ー
事
業
も
、合
併
に

関
わ
ら
ず
、中
濃
の
拠
点
施
設
と
し
て
事
業
促

進
を
図
る
。 

 

 人
件
費
と
物
件
費
の
削
減
に
つ
い
て
、73
億

円
の
算
出
根
拠
は
な
に
か
。 

人
件
費
は
特
別
職
・
議
員
・
各
種
委
員
・
一
般

職
員
な
ど
の
削
減
に
よ
る
も
の
で
、物
件
費
は
、

施
設
経
費
の
縮
小
・
臨
時
職
員
な
ど
の
削
減
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。 

   

志
津
野
〜
八
神
線
整
備
事
業
を
新
市
と
な
っ

て
も
継
続
し
て
欲
し
い
。 

富
野
地
域
に
と
っ
て
大
事
な
道
路
で
あ
り
、今

後
、武
儀
町
方
面
の
関
金
山
線
の
バ
イ
パ
ス
機

能
も
果
た
す
。
是
非
早
期
に
完
成
さ
せ
た
い
。 

        扶
助
費
と
比
較
し
て
、投
資
的
経
費
や
そ
の

他
経
費
が
多
い
の
は
な
ぜ
か
。 

扶
助
費
は
、高
齢
者
や
障
害
者
及
び
生
活
困

窮
者
な
ど
に
対
す
る
社
会
保
障
的
な
経
費
で

あ
り
、そ
の
他
経
費
は
、積
立
金
や
中
濃
広
域

行
政
事
務
組
合
及
び
中
濃
消
防
組
合
へ
の
補

助
・
負
担
金
な
ど
で
す
。 

 

 新
市
建
設
計
画
の
中
の
事
業
は
、１０
年
間
で

出
来
る
の
か
。 

各
市
町
村
の
事
業
計
画
に
基
づ
き
、新
市
建
設

計
画
を
策
定
し
て
お
り
、計
画
期
間
内
の
１０

年
間
で
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、本
計
画
は
、合
併
協
議
会
や
小
委
員
会

で
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。 

  

　
新
し

　
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
を

方
向
性
を
定
め
た
「
新
市
建
設
計
画
中
間
報
告
書

新
市
建
設
計
画
中
間
報
告
書
」
を
基
に
1
月
16
日
か
ら
2
月
5
日

に
か
け
て
10
会
場
会
場
で
説
明
会
を

説
明
会
を
開
催
し

開
催
し
、住
民
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を

意
見
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。 

全
体
全
体
で
は
1,
2
0
0
人
を
人
を
超
え
超
え
る
住
民
住
民
の
皆
さ
ん
が
出
席
出
席
さ
れ
、数
多
数
多
く
の
貴
重
貴
重
な
ご
意
見
を

意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
一
部
を
部
を
お
知
ら
知
ら
せ
し
ま
す
。 

　
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
を
定
め
た
「
新
市
建
設
計
画
中
間
報
告
書
」
を
基
に
1
月
16
日
か
ら
2
月
5
日

に
か
け
て
10
会
場
で
説
明
会
を
開
催
し
、住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。 

全
体
で
は
1,
2
0
0
人
を
超
え
る
住
民
の
皆
さ
ん
が
出
席
さ
れ
、数
多
く
の
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
一
部
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 
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     新
市
建
設
計
画
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
、林

道（
キ
セ
ト
林
道
・
清
谷
林
道
・
黒
谷
林
道
・

キ
ッ
タ
洞
林
道
）の
建
設
計
画
に
つ
い
て
は
ど

う
な
る
か
。 

質
問
の
４
路
線
に
つ
い
て
は
、現
在
、村
と
し
て

の
計
画
点
ま
で
は
完
成
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外

の
路
線
に
つ
い
て
も
、公
共
林
道
開
設
事
業
に

よ
り
、国
や
県
の
補
助
を
受
け
な
が
ら
、合
併

後
も
継
続
し
て
進
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、合
併
後
、今
ま
で
進
め
て
き
た
事
業
が

急
に
中
止
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

  

 新
市
建
設
計
画
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
の
方
向
性
に
つ
い
て
。 

新
市
の
将
来
像
に
交
流
文
化
都
市
を
掲
げ

て
あ
る
こ
と
や
新
市
の
一
体
性
を
図
る
観
点

か
ら
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ（
直
通
）バ
ス
を
運
行
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
、現
在
、協
議

中
で
あ
る
。 

  

板
取
地
域
に
お
け
る
主
な
建
設
事
業
に
つ
い

て
は
、合
併
特
例
債
で
対
応
す
る
の
か
。 

合
併
特
例
債
を
全
て
の
事
業
に
充
て
る
こ
と

は
で
き
な
い
。４
町
村
は
、過
疎
地
域
に
指
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
過
疎
債
や
補
助
事
業

を
利
用
し
な
が
ら
事
業
を
展
開
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。 

 

   

     特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
促
進
が
あ
り
、

現
在
か
ら
合
併
後
に
継
続
に
な
る
事
業
と
思

う
が
説
明
願
い
た
い
。 

旧
中
之
保
小
学
校
跡
地
を
活
用
し
建
設
す
る

が
、今
年
に
入
り
取
壊
し
の
入
札
が
終
わ
り
、

３
月
ま
で
に
取
壊
し
、１６
年
度
・
１７
年
度
に
建

設
を
行
う
。こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
い
く
と
、完

成
時
は
合
併
し
て
い
る
が
、新
市
に
な
っ
て
も
こ

の
事
業
は
進
め
て
い
く
。 

 

 ほ
場
整
備
事
業（
多
々
羅
地
区
）、高
沢
観
音

の
保
全
整
備
事
業
が
あ
る
が
ど
う
い
っ
た
事

業
か
。 

武
儀
町
の
ほ
場
整
備
は
、１
区
画
１
反
の
考
え

を
持
っ
て
お
り
、未
整
備
な
の
が
多
々
羅
地
区

で
、地
域
の
方
が
賛
同
し
機
運
が
あ
が
れ
ば
、

即
実
行
で
き
る
計
画
に
な
っ
て
い
る
。
高
沢
に
つ

い
て
は
、保
健
保
安
林
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、

治
山
事
業
で
堰
堤
、樹
木
の
伐
採
等
を
計
画

し
て
い
る
。 

  

一
般
県
道
大
原
富
之
保
線
整
備
が
あ
る
が
、

整
備
状
況（
進
捗
状
況
）は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
説
明
願
い
た
い
。 

本
事
業
は
、事
業
主
体
が
県
で
あ
る
た
め
協
力

し
な
が
ら
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
区
間
は
、学
習
セ
ン
タ
ー
か
ら
武
儀
倉
の

神
社
ま
で
で
あ
り
、工
区
を
２
つ
に
分
け
、学
習

セ
ン
タ
ー
か
ら
水
無
神
社
ま
で
を
第
１
工
区
と

し
て
、現
在
用
地
取
得
を
行
っ
て
い
る
段
階
で
、

平
成
１６ 
〜 
１８
年
度
の
３
ヶ
年
で
事
業
を
行
う

計
画
を
し
て
い
る
。 

「
健
康
で
長
生
き
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
」
の

中
に
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
整
備
が
あ
る

が
、こ
の
基
本
施
策
と
一
致
す
る
の
か
。ま
た
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
は
な
に
か
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、住
民
の
強

い
要
望
の
中
で
建
設
す
る
も
の
で
、シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
を
兼
ね
備
え
た
施
設

で
あ
る
。
今
後
の
整
備
に
つ
い
て
は
、旧
中
之
保

小
学
校
跡
地
を
利
用
し
て
、平
成
１６
・
１７
年
度

に
建
設
を
行
う
。 

 

 国
の
財
政
が
厳
し
い
中
、地
方
交
付
税
の
減

少
が
少
な
い
気
が
す
る
が
こ
の
点
は
ど
う
な

の
か
。 

地
方
交
付
税
は
、建
設
事
業
を
行
い
借
り
入

れ
た
地
方
債
に
か
か
る
元
利
償
還
金
の
何
割

か
を
後
年
度
に
算
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、合
併
特
例
債
は
、事
業
費
の
９５

％
を
借
金
し
て
後
年
度
に
７０
％
の
交
付
税
措

置
が
あ
り
、新
市
建
設
計
画
の
中
に
は
、合
併

特
例
債
な
ど
の
交
付
税
算
入
の
あ
る
事
業
を

計
上
し
て
い
る
の
で
、１０
年
間
で
交
付
税
が
あ

ま
り
下
が
ら
な
い
計
画
に
な
っ
て
い
る
。 

 

 民
間
人
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
計
画
と
な
っ

て
い
る
か
。 

新
市
建
設
計
画
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、５
市

町
村
の
総
合
計
画
・
過
疎
計
画
・
広
域
計
画
を

参
考
に
し
、小
委
員
会
の
委
員
の
方
か
ら
ま
ち

づ
く
り
の
意
見
も
い
た
だ
き
、４
回
の
小
委
員

会
を
開
催
し
、中
間
報
告
書
を
作
成
し
た
。そ

の
中
に
は
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
も
反
映
さ

せ
て
あ
る
の
で
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

     

     一
般
県
道
上
之
保
〜
下
袋
坂
線
及
び
村
道
山

中
線
の
道
路
改
良
を
お
願
い
し
た
い
。 

県
道
に
つ
い
て
は
、県
と
の
調
整
・
協
議
を
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、山
中
線
は
建
設
計
画
に

掲
載
し
て
あ
る
。 

 

 村
道
改
良
の
下
山
本
〜
苅
安
線
及
び
井
去
線

に
つ
い
て
、全
面
舗
装
を
お
願
い
し
た
い
。 

下
山
本
〜
苅
安
線
は
、全
市
的
な
道
路
舗
装

事
業
で
行
う
予
定
で
あ
る
。
井
去
線
は
、建
設

計
画
の
後
期
に
計
上
し
て
あ
る
。 

  関
テ
ク
ノ
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
企
業
誘
致
が
進
ん

で
い
な
い
が
、果
た
し
て
新
市
建
設
計
画
に

支
障
が
な
い
か
。 

財
政
計
画
に
は
、関
テ
ク
ノ
ハ
イ
ラ
ン
ド
へ
の
企

業
誘
致
に
よ
る
財
源
は
見
込
ん
で
い
な
い
。
企

業
立
地
が
進
め
ば
、固
定
資
産
税
等
の
税
収
が

増
え
る
こ
と
に
な
る
。 

 

 奥
山
キ
ャ
ン
プ
場
の
整
備
に
伴
い
、道
路
の
拡

張
も
お
願
い
し
た
い
。 

上
之
保
地
域
に
お
け
る
主
な
事
業
に
掲
載
し

て
い
る
。 

 

 村
道
小
笹
〜
井
谷
線
の
道
路
改
良
と
田
尻
線

道
路
の
拡
幅
を
お
願
い
し
た
い
。 

村
道
小
笹
〜
井
谷
線
は
、全
市
的
な
道
路
舗

装
事
業
で
推
進
し
て
い
く
。
ま
た
、田
尻
線
は

新
市
建
設
計
画
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
局
部
改

良
を
行
う
。 

 

　
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
を
定
め
た
「
新
市
建
設
計
画
中
間
報
告
書
」
を
基
に
1
月
16
日
か
ら
2
月
5
日

に
か
け
て
10
会
場
で
説
明
会
を
開
催
し
、住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。 

全
体
で
は
1,
2
0
0
人
を
超
え
る
住
民
の
皆
さ
ん
が
出
席
さ
れ
、数
多
く
の
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
一
部
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 
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合併協議会だよりは、古紙配合率100％の再生紙と、 
地球に優しい植物性大豆インキを使用しています。 

　
第
八
回
合
併
協
議
会
が
、二
月
二
十
六
日（
木
）に
関
市

役
所
で
開
催
さ
れ
、次
の
八
件
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、次
回（
第
九
回
）で
の
協
議
事
項
八
件
に
つ
い
て
事
務

局
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
 

〒501-3894 関市若草通3丁目1番地 関市役所6階　TEL 0575-23-9960  FAX 0575-23-9907

関市・武儀郡4町村合併協議会 

URL http://www.city.seki.gifu.jp/chuno-gappei/　E-Mail chuno-g＠atlas.plala.or.jp

平成12年度国勢調査 

合併協議会は、原則公開としています。どな

たでも傍聴できますので、お気軽にお越しく

ださい。なお、開催日時・会場等については、

事前に事務局までお問い合わせください。 

承認事項 

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

保
育
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

12345

協議事項 

広
報
広
聴
事
業（
自
治
会
組
織
）の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

保
健
衛
生
事
業（
国
保
直
営
診
療
所
）の
取
扱
い
つ
い
て
 

ゴ
ミ
収
集
業
務
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

保
健
衛
生
事
業
　（
１
）保
健
事
業
 

　
　
　
　
　
　
　（
２
）衛
生
事
業
 

障
害
者
福
祉
事
業
 

高
齢
者
福
祉
事
業
 

児
童
福
祉
事
業
 

生
活
保
護
事
業
 

そ
の
他
の
福
祉
事
業
 

健
康
づ
く
り
事
業
 

勤
労
者
・
消
費
者
関
連
事
業
 

123
12345678

区　　分 

人口総数 

世 帯 数  

総 面 積  

74,438

24,086

102.51

2,316

736

40.08

1,921

659

187.35

4,220

1,168

65.27

2,483

744

49.32

85,378

27,393

444.53

人 

世帯 

km2

関市 洞戸村 板取村 武儀町 上之保村 計 

みなさんからのご意見やご質問をお寄せください。 
 
みなさんからのご意見やご質問をお寄せください。 
 
合併協議会のホームページより 

みんなの広場 

の順にクリックし、取扱基準をご承諾いただけたら、 

意見箱 意見を出す 

承　諾 

あとはフォームに従って 
入力してください。 
Ｅメールや 
ファックスでもどうぞ。 

クリック。
 

 


